
福
島
市
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
の
対
象
と
な
る
認
可
外
保
育
施
設
の
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
と
み
な
さ
れ
る
施

設
に
係
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
が
六
人
以
上
で
あ
る
施
設
） 

第
二
条 

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
一
日
に
保
育
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
が
六
人
以
上
で
あ
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事

項
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
及
び
資
格 

 
 

イ 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
が
、
満
一
歳
未
満
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上

の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
者
の
数
は
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。 

ロ 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
総
数
の
お
お
む
ね
三
分
の
一
以
上
は
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二

条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
あ
っ

て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
同
じ
。）
又
は
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

保
育
士
で
な
い
者
に
つ
い
て
、
保
育
士
、
保
母
、
保
父
そ
の
他
こ
れ
ら
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

二 

保
育
室
等
の
構
造
、
設
備
及
び
面
積 

イ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
部
屋
（
以
下
「
保
育
室
」
と
い
う
。）、
調
理
室
（
給
食
を
施
設
外
で
調
理
し
て
い
る
場
合
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

が
家
庭
か
ら
の
弁
当
を
持
参
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
食
品
の
加
熱
、
保
存
、
配
膳
等
の
た
め
に
必
要
な
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
便
所
が
あ
る
こ
と
。 

ロ 

保
育
室
の
面
積
は
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
一
人
に
つ
き
お
お
む
ね
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

お
お
む
ね
一
歳
未
満
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
場
所
は
、
お
お
む
ね
一
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
場
所
と
区
画
さ



れ
、
か
つ
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

保
育
室
は
、
採
光
及
び
換
気
が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

便
所
用
の
手
洗
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
便
所
は
、
保
育
室
及
び
調
理
室
と
区
画
さ
れ
、
か
つ
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
が
安
全
に
使
用
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ヘ 

便
器
の
数
は
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

非
常
災
害
に
対
す
る
措
置 

イ 

消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

非
常
災
害
に
備
え
た
定
期
的
な
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

保
育
室
を
二
階
に
設
け
る
場
合
は
、
保
育
室
そ
の
他
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
が
出
入
り
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
転
落
事
故

を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
建
物
が
次
の
及
び
の
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
設
備
の
設
置
及
び
訓
練
の
実
施
を
行
う
こ
と
に
特
に
留
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑴ 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
又
は
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物

（
同
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
（
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
避
難
に
適
し
た
構
造
の
も
の
に

限
る
。）
が
、
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 



 
 

           

ホ 

保
育
室
を
三
階
以
上
に
設
け
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

⑴ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
育
室
の
階
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
（
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
避
難
に
適
し
た
構
造
の
も
の
に
限
る
。）
が
、
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
設
備
は
、

い
ず
れ
も
避
難
上
有
効
な
位
置
に
保
育
室
の
各
部
分
か
ら
当
該
施
設
又
は
設
備
ま
で
の
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
内
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。 

     

 

避
難
用 

 
常
用 区

分 

 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
避
難
階

段
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
特
別
避
難
階
段 

２ 
待
避
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー 

３ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造

の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備 

４ 

屋
外
階
段 

 

１ 

屋
内
階
段 

 

２ 

屋
外
階
段 

施
設
又
は
設
備 

三
階 階 

常
用 区

分 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内

避
難
階
段
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
特
別
避
難
階
段 

２ 

屋
外
階
段 

施
設
又
は
設
備 



                      

 
 
 

⑶ 

調
理
室
と
調
理
室
以
外
の
部
分
と
が
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
換
気
、
暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
の
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す
る
部
分

 

 

四
階
以
上 

 

避
難
用 

常
用 

避
難
用 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内

避
難
階
段
（
た
だ
し
、
当
該
屋
内
避
難
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物
の
一
階
か

ら
保
育
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と

は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
四

号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。）
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

構
造
の
屋
内
特
別
避
難
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路 

３ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外

階
段 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内

避
難
階
段
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
特
別
避
難
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外

階
段 

１ 

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内

避
難
階
段
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
特
別
避
難
階
段 

２ 

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備 

３ 

屋
外
階
段 



が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
な
ダ
ン
パ
ー
（
煙
の
排
出
量
及
び
空
気
の
流
量
を
調
節
す
る
た
め
の
装
置
を
い

う
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

㈠ 

調
理
室
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

㈡ 

調
理
室
に
調
理
器
具
の
種
類
に
応
じ
た
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
調
理
室
の
外
部
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 
 

⑷ 

壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
が
不
燃
材
料
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑸ 

保
育
室
そ
の
他
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
が
出
入
り
し
又
は
通
行
す
る
場
所
に
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。 

⑹ 

非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
。 

⑺ 

カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

保
育
の
内
容
等 

イ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
一
人
一
人
の
心
身
の
発
育
や
発
達
の
状
況
を
把
握
し
、
保
育
内
容
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
が
安
全
で
清
潔
な
環
境
の
中
で
、
遊
び
、
運
動
、
睡
眠
等
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
み
合
わ
さ
れ
た
健
康
的
な
生
活
リ
ズ
ム
が
保
た
れ
る

よ
う
に
、
十
分
に
配
慮
が
な
さ
れ
た
保
育
の
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
生
活
リ
ズ
ム
に
沿
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
設
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
対
し
漫
然
と
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
を
見
せ
続
け
る
等
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
へ
の
関
わ
り
が
少
な
い
放
任
的
な
保
育
内
容
で
な

い
こ
と
。 

ホ 

必
要
な
遊
具
、
保
育
用
品
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヘ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
者
と
し
て
適
切
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
。
特
に
、
施
設
の
運
営
管
理
の
任
に

あ
た
る
施
設
長
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
責
に
鑑
み
、
資
質
の
向
上
及
び
適
格
性
の
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ト 

保
育
に
従
事
す
る
者
が
保
育
所
保
育
指
針
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
七
号
）
を
理
解
す
る
機
会
を
設
け
る
等
、
保
育
に
従
事
す
る
者
の
人

間
性
及
び
専
門
性
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

チ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
身
体
的
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
、
人
格
を
辱
め
る
こ
と
等
が
な
い
よ
う
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
人
権
に
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る



こ
と
。 

リ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
身
体
、
保
育
中
の
様
子
又
は
家
族
の
態
度
等
か
ら
虐
待
等
不
適
切
な
養
育
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
児
童

相
談
所
そ
の
他
の
専
門
的
機
関
と
連
携
す
る
等
の
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヌ 
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
取
り
、
そ
の
意
向
を
考
慮
し
た
保
育
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ル 

緊
急
時
に
お
け
る
保
護
者
と
の
連
絡
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヲ 

保
護
者
や
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
等
か
ら
保
育
の
様
子
や
施
設
の
状
況
を
確
認
し
た
い
旨
の
要
望
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
安
全
確
保
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
保
育
室
等
の
見
学
に
応
じ
る
等
に
適
切
に
対
応
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

給
食 

イ 

調
理
室
、
調
理
器
具
、
配
膳
器
具
、
食
器
等
の
衛
生
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
年
齢
や
発
達
、
健
康
状
態
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
等
の
状
態
を
含
む
。）
等
に
配
慮
し
た
食
事
内
容
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

調
理
が
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

健
康
管
理
及
び
安
全
管
理 

イ 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
一
人
一
人
の
健
康
状
態
の
観
察
が
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
登
園
及
び
降
園
の
際
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

身
長
及
び
体
重
の
測
定
等
基
本
的
な
発
育
状
態
の
観
察
が
毎
月
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

継
続
し
て
保
育
し
て
い
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
健
康
診
断
が
入
所
時
及
び
一
年
に
二
回
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

職
員
の
健
康
診
断
が
採
用
時
及
び
一
年
に
一
回
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ホ 

調
理
に
携
わ
る
職
員
の
検
便
が
お
お
む
ね
一
月
に
一
回
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヘ 

必
要
な
医
薬
品
、
医
療
用
品
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ト 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
が
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
場
合
に
は
、
か
か
り
つ
け
医
の
指
示
に
従
う
よ
う
保
護
者
に
対
し
指
示
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。 

チ 

睡
眠
中
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
顔
色
や
呼
吸
の
状
態
の
き
め
細
か
い
観
察
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

リ 

満
一
歳
未
満
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
寝
か
せ
る
場
合
に
は
、
仰
向
け
に
寝
か
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヌ 

保
育
室
で
の
禁
煙
が
厳
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 



ル 

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
安
全
確
保
に
配
慮
し
た
保
育
の
実
施
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヲ 

事
故
防
止
の
観
点
か
ら
、
施
設
内
の
危
険
な
場
所
、
設
備
等
に
つ
い
て
適
切
な
安
全
管
理
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ワ 

不
審
者
の
施
設
へ
の
立
入
防
止
等
の
対
策
や
緊
急
時
に
お
け
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

カ 
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
、
当
該
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
見
や
す
い
と
こ
ろ
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヨ 

施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
、
当
該
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の

交
付
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

タ 

施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
利
用
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
に
関
す
る
契
約
内
容
等
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

レ 

職
員
及
び
保
育
し
て
い
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

（
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
人
数
が
五
人
以
下
の
施
設
） 

第
三
条 

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
一
日
に
保
育
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
人
数
が
五
人
以
下
で
あ
り
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
満
た
す
こ
と
。 

一 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
及
び
資
格 

イ 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
が
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
、
一
人
以
上
は
、
保
育
士
若
し
く
は
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
育
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る

研
修
（
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
も
の
と
認
め
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。）
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を

修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

保
育
室
等
の
構
造
、
設
備
及
び
面
積 

イ 

保
育
室
の
ほ
か
、
調
理
設
備
（
施
設
外
調
理
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
必
要
な
調
理
機
能
）
及
び
便
所
が
あ
る
こ
と
。 

ロ 

保
育
室
の
面
積
は
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
育
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
さ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

そ
の
他 

 
 
 

前
条
第
一
号
ハ
、
同
条
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
同
条
第
三
号
イ
及
び
ハ
、
同
条
第
四
号
イ
か
ら
ヲ
ま
で
、
同
条
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
並
び
に
同
条
第
六
号
イ
か

ら
レ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 



 

（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
） 

第
四
条 

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
複
数
の
保
育

に
従
事
す
る
者
を
雇
用
し
て
い
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
満
た
す
こ
と
。 

一 
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
が
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
一
人
に
つ
き
原
則
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

保
育
に
従
事
す
る
全
て
の
者
が
、
保
育
士
若
し
く
は
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
育
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
研
修
を
修
了

し
た
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

第
二
条
第
一
号
ハ
、
同
条
第
三
号
ハ
、
同
条
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
か
ら
ル
ま
で
並
び
に
同
条
第
六
号
イ
、
ニ
及
び
ト
か
ら
レ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
カ
中
「
の
見
や
す
い
と
こ
ろ
に
掲
示
」
と
あ
る
の
は
「
に
対
し
書
面
に
よ
る
掲
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
ま
た
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
衛
生
面
等
必
要
な
注
意
を
払
う
こ
と
。 

 

（
前
条
に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
施
設
） 

第
五
条 

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
条
に
掲
げ

る
施
設
以
外
の
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
を
満
た
す
こ
と
。 

一 

保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
が
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
お
お
む
ね
一
人
に
つ
き
原
則
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

保
育
に
従
事
す
る
全
て
の
者
が
、
保
育
士
若
し
く
は
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
育
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
研
修
を
修
了

し
た
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

第
二
条
第
一
号
ハ
、
同
条
第
三
号
ハ
、
同
条
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
ヘ
前
段
、
ト
及
び
チ
並
び
に
ヌ
及
び
ル
並
び
に
同
条
第
六
号
イ
、
ニ
及
び
ト
か
ら
レ
ま

で
に
定
め
る
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
中
「
採
用
時
及
び
一
年
に
一
回
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
に
一
回
」
と
、
同
号
カ
中
「
の

見
や
す
い
と
こ
ろ
に
掲
示
」
と
あ
る
の
は
「
に
対
し
書
面
に
よ
る
提
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
衛
生

面
等
必
要
な
注
意
を
払
う
こ
と
。 

 
 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


